


 Ⅰ  被用者（対象となる従業員）の範囲
被用者の範囲（使用者賠償責任保険）
事業場において被保険者に使用され賃金を支払われる者で、アルバイト、臨時雇い、パートタイマーなどを含みます。ま
た、派遣労働者も含みます。
労働者等の範囲（雇用関連賠償責任保険）
労働者（＊）および、労働者となるための申込を行った者（記名被保険者が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実
施した者を含みます。）をいいます。（ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。）
（＊） [「労働者」とは、使用人（事業場において記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。）および事

業場において記名被保険者のために労働に従事する者（使用人を除きます。）をいいます。

 Ⅱ  ご加入者の範囲
（使用者賠償責任保険・雇用関連賠償責任保険共通）
全国社会保険労務士会連合会に登録されている開業社会保険労務士または社会保険労務士法人
全国社会保険労務士会連合会に登録されている開業社会保険労務士または社会保険労務士法人以外の方は、この保険制度
に加入することができませんのでご注意ください。

 Ⅲ  被保険者（補償を受けることができる方）の範囲
（使用者賠償責任保険）
① 全国社会保険労務士会連合会に登録されている開業社会保険労務士または社会保険労務士法人
② ①が法人である場合は、その役員。ただし①が行う業務に関する限りにおいて、被保険者に含めます。
※②の役員とは、次のいずれかの者をいい、使用人兼務役員を含みます。
⑴法人税法に規定する役員
⑵雇用契約を解消し、退職のうえ新たに委任契約を締結した執行役員

（雇用関連賠償責任保険）
•全国社会保険労務士会連合会に登録されている開業社会保険労務士または社会保険労務士法人（記名被保険者）
•記名被保険者の業務に関する場合に限り、以下の者が被保険者に含まれます。
①  記名被保険者の使用人（既に退職となった者を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退職した者を除きます。）
②  記名被保険者が法人である場合は、記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関（すでに退任となっ
た者を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した者を除きます。）

 Ⅳ  保険金をお支払いする場合
（使用者賠償責任保険）
被保険者の従業員（被用者）が業務上の事由または通勤途上で、保険期間中に被った身体の障害について、政府労災保険
等の認定を受けた場合に、被保険者が被災した従業員またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負担することに
よって被る損害に対して、保険金をお支払いします。（政府労災保険等に加入していることがご加入の前提となります。）
（雇用関連賠償責任保険）
日本国内において行われた侵害行為（＊１）により発生した雇用関連事故（＊２）に起因して、損害賠償請求がなされた
ことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただ
し、保険金をお支払いするのは、被保険者に対する労働者等からの損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
損害賠償請求には次の請求を含みます。また、損害賠償責任には、次の請求により負担する支払責任を含みます。
①地位確認等の請求　②賃金等の支払い請求
（＊１）侵害行為とは、以下の行為をいいます。

● 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条
件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。

● 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性
的な言動により就業環境を害すること。

● 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ
り、労働者の就業環境を害すること。

● 職場において行われる労働者に対する次の事由に関する言動により、その労働者の就業環境を害すること。
•労働者の妊婦または出産
•産前、産後休業等の制度または措置の利用
•育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用
（＊２） 雇用関連賠償責任保険における雇用関連事故とは、労働者等の精神的苦痛（それに起因する身体の障害を含みます。）

または労働者等の自由、名誉もしくはプライバシーの侵害、雇用契約上の権利の侵害をいいます。

 Ⅴ  お支払いする保険金
（使用者賠償責任保険）
●お支払いする保険金
⑴ 法律上の損害賠償金：被用者が労災事故により被った身体の障害について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生し
た場合において、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。

⑵ 争訟費用：損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用
等の争訟費用（訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。）

⑶ 求償権保全等費用：事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続のため
に引受保険会社の同意を得て支出した費用

⑷ 協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の
求めに応じて協力するために支出した費用

●保険金のお支払方法
⑴ 法律上の損害賠償金：正味損害賠償金額（＊３）をお支払いします。ただし、ご加入された使用者賠償責任保険の支払
限度額が限度となります。

（＊３）正味損害賠償金額とは、法律上の損害賠償金額から次のア . ～ウ . の金額の合算額を差し引いた金額をいいます。
ア . 政府労災保険等により給付されるべき金額
イ . 次のいずれかの金額
ａ . 法定外補償規定に基づき被保険者が給付すべき金額
ｂ . 法定外補償規定がない場合は、法定外補償保険により支払われる金額
ウ . 自動車損害賠償責任保険、自動車損害賠償責任共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額

⑵～⑷の費用： 原則としてその全額が保険金のお支払対象となります（支払限度額は適用されません。）。ただし、争訟費
用については、「正味損害賠償金額>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷正味損害賠償金額」
の割合によって削減して保険金をお支払いします。

（雇用関連賠償責任保険）
●お支払いする保険金
⑴ 法律上の損害賠償金：法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害
賠償金をいい、不当解雇判決等により記名被保険者が賃金（雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起

因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。）の支払責任を負担する
ことによる支出を含みます。
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
⑵ 争訟費用：損害賠償責任、地位確認等の請求または賃金等の支払請求に関する争訟について、被保険者が引受保険会社
の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等（訴訟に限らず調停・示談なども含みます。）
⑶ 損害防止軽減費用：事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または
既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
⑷ 緊急措置費用：事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明
した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
⑸ 協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の
求めに応じて協力するために支出した費用
●保険金のお支払方法
⑴～⑸の合算額に対して保険金をお支払いします。ただし、雇用関連賠償責任保険の支払限度額が限度となります。また、
この保険契約で支払った保険金の額が保険期間中の総支払限度額に達した後は、いかなる損害に対しても保険金をお支払
いしません。

 Ⅵ   保険金をお支払しない主な場合
（使用者賠償責任保険）
① ご契約者、被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による身体の障害
② 戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動による身体の障害
③  核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくはこれによって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、
爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性によって被用者が被った身体の障害

④  地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体の障害
⑤  石綿（アスベスト）または石綿の代替物質（それらを含む製品を含みます。）の発がん性その他の有害な特性による身
体の障害

⑥ 風土病による身体の障害
⑦  被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合
は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用

⑧  休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の３日までの休業に対する損
害賠償金

⑨  労災保険法等に基づき給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担するに至った金額 等
※ 被保険者が個人の場合には「被保険者と住居および生計をともにする親族の身体の障害に対して負担する損害賠償金ま
たは費用」についても保険金をお支払いできません。

（雇用関連賠償責任保険）
①  遡及日（初年度契約の保険始期日）より前に行われた次の侵害行為（その行為と同一のまたは関連もしくは継続する
すべての行為は、最初に行為がなされた時にすべてなされたものとみなします。以下同様とします。）
ａ . 不当な解雇または事実上もしくは契約上の不当な雇用関係の終了（黙示の契約に対する違反行為を含みます。）
ｂ . 不当に雇用しない行為（派遣社員に対する雇止めを含みます。）

②  遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関
連する事実

③  被保険者もしくは労働者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為（過失犯を除き
ます。）（＊４）

④  法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行っ
た侵害行為（＊４）

⑤  他人の身体障害（精神的苦痛に起因するものを除きます。）または他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
⑥ 労働者等（過去に労働者であった者およびその者の法定相続人を含みます。）以外の者からなされた損害賠償請求
⑦ ご契約者または被保険者の故意（＊４）
⑧  戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議（ただし、侵害行為については、労働争議に起因する損害も保険金のお支払
い対象となります。）

⑨ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑩ 侵害行為のうちハラスメントを行った被保険者本人に対してなされた損害賠償請求
⑪  被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の
開始に起因する損害賠償請求

⑫ サイバー攻撃 等
（＊４）この免責事由の適用に関する判断は被保険者ごとに個別に行われます。
※ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任による損害に対しても保険金をお支払いできません。但しこの免責事由の適
用に関する判断は被保険者ごとに個別に行われます。

ご加入にあたってのご注意
〈告知義務〉
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項（告知事項）です。ご加入時に告知事項につい
て正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しな
い場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。
〈通知義務〉
（使用者賠償責任保険）
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご加
入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないこと
があります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
（雇用関連賠償責任保険）
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または
引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合：他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に
基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合：損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を
差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部
の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
•ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ
た場合
•ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
•この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等


